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50年前の須磨村
(SUMA MURA FIFTY YEARS AGO)

発表者 ミス ハナ=M=バーケンへッド
〔1892年 4月28日口頭発表〕

須磨村のある摂津の国は、将軍の直轄支配下〔天領〕にありました。当
時の主だった役職は、所司代・奉行・代官でしたが、これらの役職に就く
人は、江戸にいるときはその身分はすべて旗本でした。そして、京都には
所司代・大坂には奉行がそれぞれ 1人いましたが、代官というのは全国に
沢山いました。そして、この代官のうちの 1 人〔大津代官〕が兵庫と須磨
を任されていました。
代官の仕事は、年貢米を集め、紛争を治め、情報の収集に努め、近隣の
大名たちが結託して徳川幕府に対して謀反を起こさせないように目を光ら
せておくことでした。そして、代官が将軍から直接に任命されていた場合
には、その年貢米は直接江戸に送られましたが、もし代官が所司代から任
命されていた場合にはその米は京都に、大坂奉行によって任命されていた
場合には、それは大坂に送られるか、兵庫の米蔵に送られて一定量の米が
集まるまでそこに留め置かれ、まとめて大坂に送られることになっていま
した。
須磨はそれ自体が一つの村で、東は妙法寺川から西は播磨の国との境界
を流れる境川まで、そして北は多井畑村〔英文原文の Tainahataは Tainohataの

こと〕から南は海辺にまで及んでいました。なお、元の須磨村は東須磨村
と西須磨村の 2つに分かれていましたが、その発祥の地は元の須磨村の中
央部に位置していたのではないかと考えられています。なお、そこには民
家の並ぶ街道〔山陽道〕があり、 それは東海道の延長なのですが
その外側に、田畑があちらこちらに分散して広がっていました。
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地 主
50年前の須磨村には、 6 人の大地主がいました。前田作十郎〔原文は

Sakujiroとあるが Sakujuroの誤記〕と直井藤左衛門〔原文は Naoeとあるが Naoi

の誤記〕が西に、松田銀兵衛・友國孫左衛門・枝光孫左衛門〔原文は Edamitsu

とあるが Emitsuの誤記〕が東に、そして友國甚左衛門〔原文は Jingozaemonと

あるが Jinzaemonの誤記〕が北にいました。その中でも前田が最大の金持ち
でした。彼は庄屋すなわち村の統括者で、 1本ではありましたが帯刀を許
されていました。ちなみに、前田家は、次のような俚謡に詠われているこ
とでも分かるように、その名声は近隣に聞こえていました。

咲いて萎れて また咲く花は
須磨の前田のカキツバタ

更にまた、

須磨の前田のカキツの中に
アヤメ咲くとは知らなんだ

前田家は、他家の土地を踏まずに須磨の東から西の境界まで行くことが
出来るほどでした。神功皇后は、朝鮮に攻めて行く途中、前田家を訪れ
(紀元202年に)その先祖の家を訪れたと言われています。その後、源氏と
平家の間で戦われた⽛一の谷の合戦⽜の芝居が演じられるときには、かつ
て大地主として有名であったこの前田家の人間が、常にこの登場人物のな
かに含まれていたと言われています。そして、今日でも、前田家の門前の
小さな側溝にはアヤメの花が咲いています。しかし、その前田家も、今日
ではかつての栄光を失ない、そこには、この名家の末裔が営む小さな茶店
があるに過ぎません。
大地主には、何の特権もありませんでした。しかし、彼らは、間接的な
かたちではありましたが、大きな影響力を保持していました。それは、彼
らが庄屋として選ばれる世襲特権を有していたことでした。なお、この特
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権的な地位は、お上から任命されることもありましたが、お金を出して買
われる場合もありました。庄屋になると、庄屋にのみ許された形の家を建
てることが認められていました。そして、庄屋に選ばれた者の中には、一
般の人々には手を触れることも許されず、彼らにのみに許された、公儀に
属する林〔御林〕の管理やその樹木の伐採ならびにその販売を委ねられる
ことによって財を成した者もいたのです。庄屋は村人から、毎年 6石の米
を得る権利〔庄屋給〕を与えられていましたが、村には、長老と 6 ～ 7 名
の年寄〔村年寄〕と呼ばれる象徴的な地位にある人間がいました。庄屋と
年寄は無報酬でしたが、村の評議員会〔村寄合〕に出席して各種の決定に
参加できるのは、庄屋と年寄と呼ばれたこれらの人々だけでした。
なお、村の住民で農耕に従事していなかったのは、漁師たちと少数の駕
舁

か

き〔駕で人を運ぶ人足〕だけでした。
現在の須磨の地主たちの中でも、西の直井藤左衛門と東の友國と枝光が
一番古くからその土地を保持してきたと言われています。最近、東須磨で
古い墓が掘り返されたところ、およそ1,200年前〔疑問あり〕の日付けとと
もに友國太郎左衛門という名が出てきたと言われています。

農 産 物
須磨村の主要農産物は、米と麦と多くの種類の野菜でした。米は 5月か
ら 8月にかけて、麦は 8月から 5月にかけて同じ田で耕作され、豆は夏に、
そして大根・キャベツ・その他の野菜は、畑と言われる土地において、冬
に栽培されています。
須磨で一番有名な作物 名物 は、西瓜でした。その特徴として、
通常、他所の西瓜は黒い種となっているのに対して、須磨の西瓜は赤い種
をしています。

土地の所有と地代
それぞれの農民は、村の幾つかの場所に分散してその土地を持っており、
必要に応じて新しい土地を購入しました。そして、土地の所有者が変わる
場合には、その証人として第三者が選ばれ、利害関係者のあいだで証文が
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取り交わされていました。そして、そのような土地の売買行為は庄屋に報
告され、年貢米の収納に際して、どの土地がどの農民の所有物であるかが
確認されていました。このような確認行為は、毎年、春に行なわれました。
地代の率〔石盛〕は、 1 反についてほぼ 1 石 5 斗となっていて、痩せた
土地については、 2～ 3斗程度の斟酌が認められていました。地代の率は、
話し合いによって定められていましたが、その際、東須磨の人間は、西須
磨の人間に比べて常に苦情を言うことが多かったと言われています。
土地の賃貸についての年限は決まっておらず、如何ほどの長さに決めて
もよく、もし借り手が地代を払えない場合には、地主はその土地を取り上
げてしまうという場合もあり得ましたが、そのようなケースは稀であった
と言われています。

寺院の土地
須磨には 4つの寺院がありましたが、それは現光寺・妙興寺・浄徳寺・
須磨寺〔福祥寺〕の 4 つの寺でした。最後の須磨寺が一番大きな寺で、 2

町歩の土地を所有していました。これらの 4つの寺は、皆、幕府からその
土地の所有を認められていました〔朱印地〕。このうち、現光寺が最大の檀
家数を誇っていました。同寺はこれらの檀家の寄進によって豊かになって
いました。なお、寺社の土地は無税となっていましたが、これらの寺の土
地は、皆、明治維新に際して、すべてが政府によって接収されましたが、
寺の建っている土地は現在も引き続き無税となっています。
須磨寺は太閤秀吉の息子の秀頼によって再建されたもので〔慶長 7

(1602)年再建〕、僧侶たちは、昔は、宗教的な影響力だけでなく政治的な影
響力をも有しており、民衆は尊敬の念をもって僧侶たちに接していました。
維新の後、農民たちは、 4反の土地を浄徳寺に、 3反の土地を妙興寺に
寄進しました。
お寺の修繕費は江戸の本山が負担していました。
昔は僧侶たちが寺の土地を耕していましたが、現在では農耕労働者を雇
って耕作が行なわれています。

273

00 ■
■

251



274

00

僧侶たちには、その寺院の土地を売却したリ、質入れするような権利は
認められていなかったのですが、これまでも不法売却や不法質入れがあり
ました。ちなみに、僧侶たちがこれらの土地を、通常の地代を払うことを
条件に、農民に貸与することも可能でした。

年 貢
維新前には、年貢は土地の推定収穫高を基準として、金銭で支払われる
場合もありましたが、主として米で支払われていました。代官は検地を行
ない、代官所に対する年貢の額を文書〔年貢割付状〕で通知しました。(付
録に、これらの文書の一つの翻訳例を示しておきましょう 〔原書 p.255、

本書275ページ〕)。代官は、庄屋や村の年寄たちと合議を行なわねばならな
かったので、あまり強引なことは出来ませんでした。公儀は、災害時には
農民に対して年貢の支払いを免除することもありました。
須磨の住民は争いを好まず、穏やかなで勤勉な性格の持ち主であったよ
うで、須磨には大きな揉め事はありませんでした。
今では年貢は、生産される作物の種類に関係なく地租として課せられ、
収穫高に関係なく地価の2.5％〔1877年、 3％から減額〕となっています。

新 田
須磨にも、所有者のない土地がありましたが、これは新しく開拓された
土地で、開拓者が作物を作り年貢を払っていました。これらの土地は、維
新に際して、これを開拓した人々の所有地と認定されました。そのような
土地の一つの例が月見山の土地でしたが、それは現在では、一部が国有地、
一部が民有地となっています。
幕府が廃止されたとき、新政府の命令によって私有地の上限が変更され
ました。このようなことは、昔は、庄屋が定めていました。ただ、それは
ややもすれば恣意的になる傾向がありました。

垣根と排水
2人の人が、垣根によって 1つの土地を区分しようとするとき、それぞ

れの人は自分の土地の内側に垣根を作り、その間に 1尺〔約 30cm〕幅の通
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路分を残し、一般の人々の自由な通行を認めなければなりませんでした。
また、両者はその後もこの通路を良好な状態に維持する義務を負うことに
なっていました。
須磨の土地は乾燥した砂地で、水は海に近いところでは池によって、山
に近いところでは井戸によって供給されていました。そして、池とか井戸
が壊れた時には、それらはお上によって修復されていましたが、今日では、
農民が自力で修復せねばならなくなっています。
前田家の近くに⽛菅の井⽜という名で人々に知られた井戸がありますが、
菅原道真公によって名付けられたと言われています。この井戸は、冬にも
一定の水位を保ち、夏には溢れるばかりの水量となり、その水は近隣の田
畑の灌漑にも用いられています。
現在の須磨駅がある土地は、昔は海であったと言われています。

災 害
災害は、多くの場合、嵐とか干ばつによって起こっていますが、人々の
記憶に新しいものとしては、次のようなものがあります。
明治16年・・・干ばつ。米と野菜に大きな被害あり〔 8月〕。
明治17年・・・大雨。小麦が根腐れする被害あり〔 8月25日〕。
明治19年・・・嵐〔〕。
明治22年・・・干ばつ〔〕。
明治24年・・・嵐〔 7月14日〕。
明治19年 6月～ 8月は大干ばつ、明治22年 9月11～12日には暴風雨
が起こっているので、上の説明は逆になっていると推察される。

土地の古老に言わせると、天災の被害は彼らの若い時と少しも変わって
いないようです。1891〔明治24〕年の大嵐は、過去70年来の大型台風で、
須磨に大きな災害をもたらし政府の救援が必要とされたのですが、最近で
はそのような政府の救援はあまりありません。
東から須磨に入って行きますと、人工の用水路があって、その上を天井
川が流れていますが、この川によって須磨村が、一部ではありますが水浸
しになることもあるようです。
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相 続
通常の場合、一家の長男が相続人となり、相続が行なわれると、その人
物がその父親の名を継承するのが普通でした。このようにして、一家の長
が何代にもわたって、同じ苗字と名前との両方を名乗るということが続く
のでした。なお、相続に関しては、庄屋に届け出をしなければならないと
いうこと以外には、法律には何の定めもなく、遺言を書き残すということ
もあまり一般的ではありませんでした。
ちなみに、相続に関しては、女性には何の権利もありませんでした。も
し故人に、女の子があっても男の子がない場合には、財産は依然として死
亡した父親の名義のまま残され、男子を養子として迎え入れ相続人が出来
た場合でも、その迎え入れられた養子は自分の名を養親の名に変える必要
がありました。
もし長男の身持ちが非常に悪い場合には、次男が長男に代わって相続す
るということも決して珍しいことではありませんでした。
相続人は、その相続財産の大小はもとより、借財の大小に拘わらず、如
何なる場合にもその先祖からの借財を支払わねばなりませんでした。

今日の須磨
須磨では土地の価格が急騰しています。ちなみに須磨は、神戸から僅か

5 マイル〔約 8 キロ〕のところにあり、健康にも良い土地として人々に知
られるようになっており、鉄道を利用すると簡単に行くことができるので
す。裕福な外国人がその山腹や海岸沿いに土地を借りて、そこに別荘を建
てています。人々は新鮮な空気と松林の甘い香りを満喫し、徳川時代の文
人たちと同じく、海鳥が荒々しい明石海峡を飛び交うのを見て古き良き時
代を偲ぶのでした。〔⽝金葉和歌集⽞冬170。作者、源兼昌は12世紀初めの人、⽝小
倉百人一首⽞78に採録〕。
淡路島
かよふ千鳥の
鳴く声に
いく夜寝覚めぬ
須磨の関守
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(須磨の関守は、対岸の淡路島との間を行き交う千鳥の鳴き声を、夢の中
で聞いて何度目を覚ましたことか。)

注
田＝穀物を栽培する農地
畑＝野菜を栽培する農地
改め＝農産物の栽培される田畑に変更された土地
新田＝新しく開かれた農地
起こし返し＝再び農地とされた荒廃地
松垣立ち＝松林と藪
秣場＝放牧地〔田畑の肥料や牛馬の飼料を取るための原野〕
本畑＝早くから開発された山の傾斜地に作られた農地
畑方＝山の斜面の畑地
竹木立ち＝竹と他の樹木の混合林
松木立ち＝松林

翻 訳

丑年に定められた固定的な年貢(丑年〔1793年〕から戌年〔1802年〕まで
の10年間の年貢〔定免法〕)。総額〔村高〕＝1,020石 6斗 4升
摂津国八部郡東須磨村〔Yabegunは Yatabegunの読み違え〕。

田
内訳
田高 930石 9 斗 3 升 7 合。この額から、家屋・掘割・堰・井戸分とし
て103石 2斗 3升 3合を、砂の堆積分として 2斗 5升 6合を差し引く。正
味827石 4斗 4升 8合。
内訳
生産高 801石 4合(米に換算された土地の価値)。
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本 田
年貢＝596石 8斗 8升
年貢率 7勺〔ツの間違い〕 4分 5厘 2毛(約25/100に相当)
生産高 6,970合 年々新田
年貢＝ 3,700合・・・・・・・・・年貢率 5.308

生産高 11,151合 巳
年貢＝ 5,120合・・・・・・・・・年貢率 4.572〔正しくは4.592〕

生産高 1,182合 ⽛戌⽜改め新田
年貢＝ 542合・・・・・・・・・年貢率 4.585

生産高 102合 ⽛戌、巳⽜新田
年貢＝ 46合・・・・・・・・・年貢率 4.500

生産高 290合 ⽛巳、未、酉⽜新田
年貢＝ 131合・・・・・・・・・年貢率 4.500

生産高 416合 ⽛巳⽜起こし返し
年貢＝ 187合・・・・・・・・・年貢率 4.500

生産高 222合 ⽛巳、未、酉⽜新田
年貢＝ 88合・・・・・・・・・年貢率 3.964

生産高 1,227合 去る⽛亥⽜松垣立ち起こし返し
年貢＝ 123合・・・・・・・・・年貢率 1.000

生産高 3,549合 ⽛亥⽜起こし返し
年貢＝ 213合・・・・・・・・・年貢率 0.600

生産高 1,335合 去る⽛亥⽜秣場起こし
年貢＝ 40合・・・・・・・・・年貢率 0.300

田の年貢合計額は、607石 7升。

畑
〔畑高〕89石 7斗 3合。この中に田から畑に変わった農地分131合が含ま
れている。その中から村の倉庫として使われている土地分120合と、砂の
堆積地、土地の浸蝕分、川によって破壊された土地分、合計32〔正しくは
302〕合を差し引く。正味、89石 2斗 8升 1合。
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内訳
生産高 70,583合 本 畑
年貢＝38,516合・・・・・・・・・年貢率 5.4572〔正しくは5.457か〕

生産高 2,900合〔正しくは2,090合〕新屋地子
年貢＝ 1,357合・・・・・・・・・年貢率 6.493

生産高 520合 年々新田
年貢＝ 276合・・・・・・・・・年貢率 5.308

生産高 679合 ⽛戌⽜改め新田
年貢＝ 311合・・・・・・・・・年貢率 4.584

生産高 1,219合 ⽛巳、未、酉⽜新田
年貢＝ 484合・・・・・・・・・年貢率 3.970

生産高 152合 ⽛戌、未⽜改め新田
年貢＝ 53合・・・・・・・・・年貢率 3.500

生産高 131合 ⽛亥⽜古い田から畑への変更分
年貢＝ 46合・・・・・・・・・年貢率 3.500

生産高 247〔正しくは2,407〕合 ⽛酉⽜起こし返し
年貢＝ 842合・・・・・・・・・年貢率 3.50

生産高 2,555合 ⽛酉、卯⽜起こし返し
年貢＝ 824合・・・・・・・・・年貢率 3.225

生産高 327合 ⽛巳⽜起こし返し
年貢＝ 105合・・・・・・・・・年貢率 3.217

生産高 3,110合 ⽛酉⽜起こし
年貢＝ 933合・・・・・・・・・年貢率 3.000

生産高 1,895合 ⽛午⽜起こし返し
年貢＝ 474合・・・・・・・・・年貢率 2.500

生産高 181合 去る⽛亥⽜畑方起こし返し
年貢＝ 36合・・・・・・・・・年貢率 2.000

生産高 610合 去る⽛亥⽜竹木立ち起こし返し
年貢＝ 61合・・・・・・・・・年貢率 1.000

生産高 2,822合 去る⽛亥⽜秣場起こし返し
年貢＝ 85合・・・・・・・・・年貢率 3.000〔正しくは0.300〕

畑の年貢合計額は、44石 4斗 3合。
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中心となる田畑〔本田畑〕に対する年貢は、合計651,473合である。
以上の他、 3石 4斗 6升 6合は、すべて同じ村の新田分であり、ここか
ら、川による破壊とか砂の堆積分を斟酌して336合を差し引く。残りは、
3,130合となる。
内訳
生産高 2,566合 本畑
年貢＝ 642合・・・・・・・・・年貢率 2.502

生産高 222合 去る⽛亥⽜松木立ち起こし返し
年貢＝ 22合・・・・・・・・・年貢率 1.000

生産高 342合 起こし返し
年貢＝ 20合・・・・・・・・・年貢率 0.585

以上の年貢合計額＝684合
生産高 835合 ⽛田⽜ 同じ村の新田
年貢＝ 450合・・・・・・・・・年貢率 5.389

新田の年貢合計額は1,134合。
米〔石高〕に換算した年貢総額は652,607合。そのうち612,499合は銀で、

490,108〔正しくは40,108〕合は米で納めること。これら以外に、次の納入
を行なうこと。
御林の下草採取分として、銀にて38匁 5分。
伝馬の費用として、米にて615合。
貴人のための駕かきの費用として、米にて2,050合。
公儀の蔵の維持費として、銀にて153匁 7分 4厘。

御林( 5 ヵ所)
この総面積は74町 9反 7畝14分である。
年貢総額は、米655,272合、銀192匁 2分 4厘となる。
上記の通り定める。なお、農民・小作人は共に、12月15日までに年貢の
納入を済ませること。

(署名)石原 庄三郎(代官)
寛政 9年10月
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